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景観づくりへの支援① 

景観づくりの

方向性 

景観創造の支援 

制度名 都市空地景観整備事業補助金制度 

所在地 埼玉県大井町 

主体 行政 

目的 民間による景観に配慮した事業に対する助成（補助金） 

内容 ○内容説明 

本補助制度は、「大井町みどりの条例」（昭和 49年制定）に基づくもので

す。町では、緑と景観のための支援制度として、緑を積極的に取り入れた

り、保存しようとする町民の方々のために補助制度を設けています。 

本制度の目的は、町のにぎわいや新しい魅力を生みだすためにつくられた

制度です。民間の敷地とを利用して公開空地や歩行者通路等の整備を行う

場合に補助金を交付します。 

 

１．補助制度の説明 
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 １．補助事業事例説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：Oimachi Scenery Plan－緑と潤いの町を目指して－（大井町発行）） 
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景観づくりへの支援② 

景観づくりの

方向性 

景観に関する啓発 

事業名 景観づくりに関する啓発事業 

所在地 神奈川県鎌倉市  

主体 行政 

目的 市民、事業者に景観づくりに関する関心を高めてもらうため。 

内容 ・市民、事業者に景観に関する意識を高めてもらうために開かれたシンポ

ジウムで、有識者による基調講演や、景観づくりに関する計画のプレゼ

ンテーションや、パネルディスカッションなどが行われました。 

・現在は、新たに景観に関する「親子セミナー」が行われています。今後

は景観づくりに功労のあった方に対する表彰と合わせて、より幅広い市

民を対象としたシンポジウムや景観づくりの出前講座ができないか検討

中です。 

２．シンポジウムのプログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：かまくら都市景観のつどい（鎌倉市発行）） 




